
【資料３】 

明徳寺川の自然を守る会規約の改正について 

 

●今回の改正内容 

改正後 改正前 

（庶務） 

第11条 自然環境を守る会の庶務は、

環境保全に関する事務を所

管する課において行う。 

（庶務） 

第11条 自然環境を守る会の庶務は、

生活経済部環境課において

行う。 

 附則 

この規約は、令和７年７月１日から施行する。 

 

●改正理由 

・機構改革により、部名が変更したため。 

・今後の機構改革等による部名等変更に対応するため。 

 

●明徳寺川の自然を守る会規約の改正について 

・明徳寺川の自然を守る会規約第 10条により、総会において出席会員の過半数

の賛成により改正することができるとされている。 


